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1,680 72 1,116 1,810 75 1,207 2,006 86 1,336
0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 12 98 181 12 111 199 12 112 215 12 121 229 15 126

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 22 148 393 38 227

0 0 0 0 0 0
308 20 177 326 21 194 353 22 220 381 24 237 416 25 255

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 5 27 52 10 42 135 14 121

0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 18 104 27 77

0 0 0 0 0 0
503 33 319 569 33 341 623 36 374

0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 10 90 200 30 170 350 50 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0
281 25 221 369 30 300

0 0 0 0 0 0
355 9 340 419 10 402 460 14 437 620 15 596

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 30 0 50 50 0

0 0 0 0 0 0
880 60 622 1,150 86 788

0 0 0 0 0 0
3,119 252 1,678

0 0 0
586 43 543 672 48 624 792 56 736 911 66 845 1,037 76 961

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
361 37 0 417 59 0 541 63 0 708 109 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 9 144 208 10 198 379 23 356

0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 26 168 247 26 203 403 27 334

0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 3 0 161 6 0 222 13 0 307 20 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 3 93 135 3 132 235 4 231 359 5 354

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 27 106 392 28 186 592 33 264

0 0 0 0 0 0 0 0 0
281 43 234 347 45 298 521 49 468 622 51 567 688 51 633 748 59 685

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 28 149 271 30 231 417 37 366

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,035 109 818 1,379 133 1,118

0 0 0 0 0 0
249 41 208 452 46 406 588 50 538

0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 25 175 280 31 249 340 40 300 500 40 460

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,002 163 196 1,045 170 278

0 0 0 0 0 0
26 京都府 入院者数、新規入院者数等の状況を見ながら、

専門家の意見も踏まえて総合的に判断

25 滋賀県 フェーズ１の病床数の50％程度が利用された段
階で総合的に判断

フェーズ２の病床数の50％程度が利用された
段階で総合的に判断

フェーズ３の病床数の50％程度が利用され
た段階で総合的に判断

24 三重県 フェーズ1の病床使用率40％以上となった日か
ら14日後

フェーズ2の病床使用率40％以上となった日
から14日後

23 愛知県

感染拡大時：単日の確保病床入院患者828人以
上
感染縮小時：７日間平均の確保病床入院患者
828人未満

22 静岡県 感染状況及び病床使用状況から総合的に判断 感染状況及び病床使用状況から総合的に判断

21 岐阜県 即応病床に対する病床使用率が３０％を超えた
場合

即応病床に対する病床使用率が３０％を超え
た場合

即応病床に対する病床使用率が３０％を超
えた場合

即応病床に対する病床使用率が３０％を超
えた場合

即応病床に対する病床使用率が３０％を超
えた場合

20 長野県 各圏域においてフェーズ1の病床数のひっ迫が見
込まれるとき

各圏域においてフェーズ2の病床数のひっ迫
が見込まれるとき

19 山梨県 確保病床の入院患者数７５名以上 確保病床の入院患者数１１０名以上 確保病床の入院患者数２００名以上

18 福井県
（※4）

感染状況に応じて 入院患者が105人 入院患者が150人

17 石川県 フェーズ１の病床使用率が50%を超えた場合 フェーズ２の病床使用率が50%を超えた場合

16 富山県

入院者数がおおよそ70人以上となった日から7
日後
（人数は目安であり、感染状況等を総合的に勘
案して決定）

入院者数がおおよそ120人以上となった日か
ら7日後
（人数は目安であり、感染状況等を総合的に
勘案して決定）

15 新潟県
（※4）

フェーズ１の即応病床に対する病床使用率が
50%を超えた段階で、総合的に判断

フェーズ２の即応病床に対する病床使用率が
50%を超えた段階で、総合的に判断

フェーズ３の即応病床に対する病床使用率
が50%を超えた段階で、総合的に判断

14 神奈川県
フェーズ１の確保病床の85％を超えることが想
定される３週間前の日（※現在運用しておりま
せん）

フェーズ２の確保病床の85％を超えることが
想定される３週間前の日（※現在運用してお
りません）

フェーズ３の確保病床の85％を超えること
が想定される３週間前の日（※現在運用し
ておりません）

フェーズ4の確保病床の85％を超えること
が想定される３週間前の日（※現在運用し
ておりません）

13 東京都
（※3）

12 千葉県 病床稼働率や医療従事者の欠勤状況等を基に総
合的に判断

11 埼玉県 病床使用率が50%以上となった２週間後

10 群馬県 入院患者数100～150人となった日 入院患者数150～200人となった日 入院患者数250～300人以上となった日

09 栃木県 感染拡大による医療逼迫時

08 茨城県
引上げ時：現フェーズの７０％が見込まれる場
合に拡大
引下げ時：現フェーズの４０％を目安に縮小

引上げ時：現フェーズの７０％が見込まれる
場合に拡大
引下げ時：現フェーズの４０％を目安に縮小

07 福島県 病床使用率の状況等を踏まえ総合的に判断 病床使用率の状況等を踏まえ総合的に判断

06 山形県 新規感染者数、病床稼働率の状況等を踏まえ総
合的に判断

05 秋田県 中等症Ⅱ、重症の入院者数から総合的に判断 爆発的な感染拡大を踏まえ総合的に判断

04 宮城県
フェーズ１の病床占有率が５０％を超えた段階
で，病院長等会議を緊急に開催の上，総合的に
判断

フェーズ２の病床占有率が５０％を超えた段
階で，病院長等会議を緊急に開催の上，総合
的に判断

フェーズ３の病床占有率が５０％を超えた
段階で，病院長等会議を緊急に開催の上，
総合的に判断

フェーズ４の病床占有率が５０％を超えた
段階で，病院長等会議を緊急に開催の上，
総合的に判断

03 岩手県 即応病床使用数が概ね200床を越えた場合

02 青森県
感染者の漸増
1週間当たりの1定点当たりの陽性者数により判
断する

感染者の急増
1週間当たりの1定点当たりの陽性者数により
判断する

爆発的な感染拡大
1週間当たりの1定点当たりの陽性者数によ
り判断する

爆発的な感染拡大
1週間当たりの1定点当たりの陽性者数によ
り判断する

移行基準 移行基準 移行基準

01 北海道
フェーズ１の病床使用率が40%を超えた段階
で、地域の感染状況等を踏まえて判断（原則、
三次医療圏毎に運用）

フェーズ２の病床使用率が40%を超えた段階
で、地域の感染状況等を踏まえて判断（原
則、三次医療圏毎に運用）

 病床確保計画（確保病床に位置付けられた旧臨時の医療施設・入院待機施設の定員数を含む）

都道府県名

フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ フェーズ４ フェーズ5 フェーズ6

移行基準 移行基準
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移行基準 移行基準 移行基準
都道府県名

フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ フェーズ４ フェーズ5 フェーズ6

移行基準 移行基準

1,880 130 1,200 3,140 240 2,100

0 0 0 0 0 0
953 48 451 1,395 75 746

0 0 0 0 0 0
270 20 219 412 25 356 432 30 371

0 0 0 0 0 0 0 0 0
338 9 313

0 0 0
68 42 26 109 44 65 287 47 62

0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 6 134 157 8 149 182 10 172 232 12 227 347 16 325

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
272 6 266 562 24 538

0 0 0 0 0 0
476 22 411 546 25 469 594 29 511 625 31 540

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 12 167 268 21 247

0 0 0 0 0 0
206 7 71 264 12 104

0 0 0 0 0 0
222 16 191 309 22 271

0 0 0 0 0 0
464 12 164

0 0 0
117 6 111 151 6 145 178 6 172

0 0 0 0 0 0 0 0 0

326 65 251 473 84 379 573 95 468 766 122 634 1,431 140 751

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 3 96 160 5 140 235 13 183 303 32 228

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 14 141 212 14 180

0 0 0 0 0 0
710 39 277

0 0 0

299 21 233 453 39 332

0 0 0 0 0 0
108 12 95 184 14 170

0 0 0 0 0 0

45 4 29 299 10 140 387 13 190 488 18 240 587 26 290 692 34 357

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 7 30 178 9 40 236 10 64 425 22 121 597 29 259

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち旧臨時の医療施設等分 うち旧臨時の医療施設等分 うち旧臨時の医療施設等分

（※1）鹿児島県は病床確保計画の最終フェーズを「フェーズ７」としている。フェーズ７への移行基準、フェーズ７における「即応病床（計画）数」は下記の通り。

うち重症者向け うち中等症Ⅱ向け

37 358

（※2）「即応病床（計画）数」、「即応病床（計画）数（うち旧臨時の医療施設等分）」、「うち重症者向け即応病床（計画）数」、「うち重症者向け即応病床（計画）数（うち旧臨時の医療施設等分）」の全国計については、各自治体の最終フェーズにおける数を合計している。

（※4）新潟県・福井県においては、重症・中等症Ⅱ患者用病床は、中等症Ⅱから重症までの患者を受け入れることができる病床であるため、中等症Ⅱ病床数は重症者病床に包含されている。

（※3）東京都の重症者向け病床数はオミクロン株の特性を踏まえた東京都基準（特定集中治療室管理料又は救命救急入院料を算定する病床及び人工呼吸器又は体外式心肺補助（ＥＣＭＯ）による管理が必要な患者用の病床又はハイフローセラピーを実施する患者用の病床）により集計したものであり、
         国基準（集中治療室（ICU）・ハイケアユニット（HCU）等での管理、人工呼吸器又は体外式心肺補助（ECMO）による管理が必要な患者用の病床）により集計した東京都の重症者向け病床数は679床となる（その場合、最終フェーズの重症者向け確保病床数は全国合計で2,822床となる）。

（※5）大阪府の重症者向け病床数は大阪府基準により集計したもの。

フェーズ7への移行基準 フェーズ7における即応病床（計画）数 うち旧臨時の医療施設等分 うち旧臨時の医療施設等分 うち旧臨時の医療施設等分

フェーズ６の即応病床に対する病床使用率が６０％以上に達した場合
ただし，医療圏での病床使用率が５０％を目途に医療機関ごとにフェーズ移行を実施 721 0 0 0

確保病床（計画）数
（うち中等症Ⅱ向け）

20,400

0 0 0

全国計
（※3）

病床確保計画
確保病床（計画）数 31,246 確保病床（計画）数

（うち重症者向け）
2,395

47 沖縄県 入院患者が10人を超えたとき 入院患者が23人を超えたとき 入院患者が150人を超えたとき 入院患者が200人を超えたとき

46 鹿児島県
（※1）

フェーズ１の即応病床に対する病床使用率が７
０％以上に達した場合
ただし，医療圏での病床使用率が５０％を目途
に医療機関毎にフェーズ移行を実施

フェーズ２の即応病床に対する病床使用率が
７０％以上に達した場合

フェーズ３の即応病床に対する病床使用率
が７０％以上に達した場合

フェーズ４の即応病床に対する病床使用率
が７０％以上に達した場合

フェーズ５の即応病床に対する病床使用率
が６０％以上に達した場合
ただし，医療圏での病床使用率が５０％を
目途に医療機関ごとにフェーズ移行を実施

45 宮崎県 定点医療機関からの報告数が県全体で１名以上
のとき

44 大分県

病床使用率概ね50％以上、発熱外来で重症化リ
スクのある患者がすぐに受診できない。救急搬
送困難事例が急増している。（他の各指標の状
況を踏まえ、総合的に判断）

43 熊本県

42 長崎県 医療のひっ迫の状況を踏まえ総合的に判断

41 佐賀県 入院患者数が60人となったとき 入院患者数が90人となったとき 入院患者数が120人となったとき

40 福岡県

入院者数95人以上
※入院者数に加え、感染状況や医療のひっ迫
度、緊急事態措置等の実施状況等を踏まえて総
合的に判断。

入院者数145人以上
※入院者数に加え、感染状況や医療のひっ迫
度、緊急事態措置等の実施状況等を踏まえて
総合的に判断。

入院者数180人以上
※入院者数に加え、感染状況や医療のひっ
迫度、緊急事態措置等の実施状況等を踏ま
えて総合的に判断。

入院者数400人以上
※入院者数に加え、感染状況や医療のひっ
迫度、緊急事態措置等の実施状況等を踏ま
えて総合的に判断。

39 高知県 フェーズ１の病床利用率が10%超となった場
合。または7月から8月の期間。

フェーズ２の病床利用率が20%超となった場
合。または5月から6月の期間。

38 愛媛県

37 香川県 「１５．０／１定点」の陽性者が発生している
段階

36 徳島県 感染拡大状況を踏まえて総合的に判断

35 山口県 感染状況や病床の逼迫度等を踏まえ、判断

34 広島県 新規感染者が継続的に発生
直近７日間の10万人当たり新規感染者数4人
以上

直近７日間の10万人当たり新規感染者数15
人以上

33 岡山県 県内確保病床入院数が２００人を超えたとき

32 島根県 入院患者総数が30人となった日若しくは重症者
が3人となった日

入院患者総数が50人となった日 入院患者総数が100人となった日

入院患者総数が100人を超えフェーズ4に
入ってもまだ、大規模なクラスタ－の発生
等、患者の増加が見込まれ、総合的な観点
から病床確保が必要と判断した日

31 鳥取県
5/8の類型変更時点をフェーズ２とし、感染状
況や入院調整の運用実態を踏まえ、フェーズの
引下げを検討（具体的な基準値は未設定）

第８波を凌ぐ感染爆発等による病床逼迫時
（具体的な基準値は未設定）

30 和歌山県

29 奈良県
上り：病床使用率50％を１つの目安として、感
染状況を踏まえて決定
下り：感染状況を踏まえて、今後検討

下り：感染状況を踏まえて、今後検討

28 兵庫県 感染状況等を踏まえ総合的に判断

27 大阪府
（※5）

各受入医療機関において、患者動向等を踏ま
え、確保病床数の範囲内で運用（府から、適
宜、感染拡大・収束等の動向をもとに、フェー
ズ切替時期の目安を各医療機関に周知）


